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 ○車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器（タクシーメーター）であって、機械器具に装置した状態における検査を受

け合格し、装置検査証印及び検定証印が付されているものでなければ、取引または証明に使用することができない。 
 
 
 １ 車両等装置検査申請書の提出 
  
 ２ 車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合した場合合格とする。 
 
 ３ 装置検査に合格した車両等装置用計量器には、装置検査証印及び検定証印を付す。 
 
 ４ 装置検査証印の有効期間は、１年と定められ、満了の年月を装置検査証印に表示する。 
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